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 ジ ス
ＪＩＳマークはどんなものについているの 

●
ジ ス

ＪＩＳマークとはどんなものか 

 
ジ ス

ＪＩＳマークの「
ジ ス

ＪＩＳ」は、
ジ ャ パ ニ ー ズ

Ｊapanese 
インダストリアル

Industrial 
ス タ ン ダ ー ド

Ｓtandard を、
りゃく

略 したもので、

「
にほんこうぎょうきかく

日本工業規格」の
い

意
み

味です。この
にほんこうぎょうきかく

日本工業規格とは、
こうぎょうひょうじゅんかほう

工業標準化法 という
ほうりつ

法律にもとづ

いて、
こうこうぎょうひん

鉱工業品（
こうぎょう

鉱業・
こうぎょう

工業で
つく

作られるもの）の
ひんしつ

品質・
かたち

形・
すんぽう

寸法・
せい

性
のう

能・
かこうぎじゅつ

加工技術など

について、
ひょうじゅん

標準 を
もう

設けたものです。
ジ ス

ＪＩＳマークは、この
にほんこうぎょうきかく

日本工業規格にあてはまるもの

であることを
あらわ

表すマークです。 

●
ジ ス

ＪＩＳマークをつけることができるものは 

 
ジ ス

ＪＩＳマークは、
きんぞくせいひん

金属製品・
き か い

機械・
じどうしゃ

自動車・
ふね

船・
こうくうき

航空機・
かがくせいひん

化学製品・
せんいせいひん

繊維製品・パルプ・
かみ

紙・
と う じ き

陶磁器・
にちようひん

日用品・
いりょうあんぜんようぐ

医療安全用具・
けんちくぶつ

建築物など、いろいろな
こうこうぎょうひん

鉱工業品に、つけることが

できます。ただし、
しょくりょうひん

食料品 ・
いやくひん

医薬品・
のうやく

農薬・
かがくひりょう

化学肥料など、ほかの
ほうりつ

法律による
き か く

規格がある

ものには、つけられていません。たとえば、
しょくりょうひん

食料品 につけられているのは、
ジ ャ ス

ＪＡＳ（
に

日
ほん

本
のうりん

農林
き

規
かく

格）マークです。 

●
ジ ス

ＪＩＳマークをつけるときは 

 
こうこうぎょうひん

鉱工業品のメーカーは、
にほんこうぎょうきかく

日本工業規格にあてはまるものを
つく

作ったときに、
くに

国の
き ょ か

許可を
う

受け

て、その
こうこうぎょうひん

鉱工業品（または，その
ほうそう

包装・
い

入れ
もの

物）に、
ジ ス

ＪＩＳマークをつけることができま

す。
くに

国では
まいとし

毎年１
かい

回、
ていきてき

定期的に、
ジ ス

ＪＩＳマークを
き ょ か

許可された
こうこうぎょうひん

鉱工業品が、
にほんこうぎょうきかく

日本工業規格か

ら
はず

外れたものに
か

変えられていないかどうかを、
しら

調べています。もし、
き か く

規格から
はず

外れたものに
か

変えられていた
ば あ い

場合は、
ジ ス

ＪＩＳマークをつけたものを
う

売ることを、やめさせることができま

す。（監修・青木 国夫） 
 


